
新
年
明
け
ま
し
て

お
め
で
と
う
御
座
い
ま
す

昨
年
は
、
国
内
外
に
お
い

て
政
治
・
経
済
を
取
り
巻
く

環
境
が
大
き
く
変
化
す
る
一

年
と
な
り
ま
し
た
。
安
定
し

た
政
治
を
行
う
た
め
に
は
、

対
外
関
係
に
お
い
て
も
友
好

的
な
表
現
を
持
っ
て
接
し
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

安
定
し
た
政
治
を
行
う
た
め

に
は
対
外
関
係
に
お
い
て
も

友
好
的
な
表
現
を
持
っ
て
接

し
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

円
安
も
進
行
し
て
い
る
中
で

諸
物
価
高
に
苦
し
ん
で
い
る

庶
民
に
と
り
、
安
定
し
た
金

融
・
経
済
の
確
立
を
目
指
し

て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

区
分
所
有
建
物
マ
ン
シ
ョ
ン

分
野
に
お
い
て
も
、
約
20
年

ぶ
り
と
な
る
区
分
所
有
法
の

大
幅
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

社
会
的
構
造
の
変
化
に
よ
り
、

法
改
正
が
余
儀
な
く
さ
れ
る

こ
と
と
な
り
、
今
ま
さ
に
大

き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
ま

す
。
「
高
齢
化
」
と
「
老
朽

化
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る

「
二
つ
の
老
い
」
に
対
し
、

今
回
の
法
改
正
に
よ
っ
て
社

会
的
要
請
に
応
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
、
そ
の
効
果
が

十
分
に
発
揮
で
き
る
の
か
、

問
わ
れ
る
時
が
来
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
今
回
の
法
律
改

正
で
は
、
建
物
の
最
終
章
と

な
る
解
体
・
取
り
壊
し
費
用

を
ど
の
よ
う
に
積
み
上
げ
て

い
く
か
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
ビ

ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
具
体
的

な
対
策
は
改
正
法
に
盛
り
込

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。

今
回
の
改
正
区
分
所
有
法

で
は
、
決
議
要
件
緩
和
の
中

に
建
替
え
決
議
要
件
の
緩
和

も
含
ま
れ
て
い
ま
す
が
、
建

替
え
に
必
要
な
原
資
を
ど
の

よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う

点
ま
で
踏
み
込
ん
だ
法
改
正

は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

区
分
所
有
法
第
三
条
に
は
、

「
区
分
所
有
者
は
、
全
員
で
、

建
物
並
び
に
そ
の
敷
地
及
び

附
属
施
設
の
管
理
を
行
う
た

め
の
団
体
を
構
成
し
」

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
土
交
通
省
は
「
長
期
修

繕
計
画
」
の
作
成
を
推
奨
し

て
い
ま
す
が
、
今
後
さ
ら
に

重
要
と
な
る
の
は
、
「
建
物

最
終
章
」
と
し
て
の
「
解
体
・

取
り
壊
し
費
用
の
捻
出
計
画
」

で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

マ
ン
シ
ョ
ン
終
活
と
し
て
、

建
物
解
体
費
用
を
築
年
数
に

比
例
し
て
段
階
的
に
積
み
増

し
て
い
く
仕
組
み
が
制
度
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
れ
ば
、

将
来
的
な
「
二
つ
の
老
い
」

へ
の
対
策
と
し
て
、
有
効
に

機
能
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

管
理
組
合
と
し
て
は
、
長
期

修
繕
計
画
に
基
づ
く
大
規
模

修
繕
工
事
の
サ
イ
ク
ル
だ
け

で
な
く
、
共
用
部
分
全
体
に

つ
い
て
長
期
的
な
ビ
ジ
ョ
ン

を
持
ち
、
「
建
物
最
終
章
」

を
ど
の
よ
う
に
ソ
フ
ト
ラ
ン

デ
ィ
ン
グ
さ
せ
る
か
と
い
う

資
金
計
画
を
立
て
る
こ
と
を
、

優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え

ま
す
。

次
頁
以
降
で
は
、
今
回
の
法

改
正
に
つ

い
て
、
特

に
重
要
な

点
を
抜
粋

し
て
解
説

し
ま
す
。
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〇
今
年
４
月
１
日
か
ら
改

正
区
分
所
有
法
が
施
行
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
管
理
組
合

の
規
約
改
定
必
要
に
な
り
ま

す
。

改
定
要
件
は
多
岐
に
わ
た
り
、

条
文
構
成
も
複
雑
な
内
容
に

な
っ
て
い
ま
す
。

〇
改
正
法
で
は
、
管
理
組

合
運
営
に
お
け
る
集
会
決
議

の
円
滑
化
を
図
る
た
め
、
多

数
決
要
件
の
見
直
し
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

改
正
前
の
区
分
所
有
法
で

は
、
規
約
変
更
や
共
用
部

分
の
変
更
（
そ
の
形
状
又
は
著

し
い
変
更
を
伴
わ
な
い
も
の
を

除
く
）
を
行
う
た
め
に
は
、
区

分
所
有
者
総
数
お
よ
び
議
決
権

総
数
の
各
４
分
の
３
以
上
の
賛

成
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

改
正
後
は
、
集
会
に
お
い
て

区
分
所
有
者
お
よ
び
議
決
権
総

数
の
各
過
半
数
を
有
す
る
者
が

出
席
し
、
出
席
者
の
議
決
権
お

よ
び
区
分
所
有
者
の
各
４
分
の

３
以
上
の
賛
成
に
よ
り
決
議
で

き
る
仕
組
み
に
見
直
さ
れ
ま
し

た
。な

お
、
建
て
替
え
決
議
に
つ

い
て
は
、
５
分
の
４
以
上
の
賛

成
が
必
要
と
さ
れ
、
所
在
不
明

者
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
除

外
事
由
を
申
し
立
て
、
容
認
さ

れ
れ
ば
議
決
権
か
ら
除
外
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
要
件
が
緩
和
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
も
総
会
成

立
要
件
を
満
た
し
た
上
で
、
改

定
さ
れ
た
賛
成
要
件
に
よ
る
決

議
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
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〇
専
有
部
分
の
区
分
所
有

者
が
不
明
で
あ
る
場
合
や
、

区
分
所
有
者
が
判
明
し
て

い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
ゴ
ミ

屋
敷
状
態
や
漏
水
の
放
置

等
に
よ
り
周
囲
に
悪
影
響

を
及
ぼ
し
、
専
有
部
分
の

管
理
が
不
適
当
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
他
人
の
権

利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ

る
利
益
が
侵
害
さ
れ
、
又

は
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
、
必

要
と
認
め
る
ら
れ
る
と
き

は
、
利
害
利
害
関
係
人
の

請
求
に
よ
り
、
当
該
専
有

部
分
を
対
象
と
し
て
、
区

分
所
有
者
に
代
わ
っ
て
管

理
を
行
う
者
を
定
め
、
管

理
を
行
わ
せ
る
制
度
が
創

設
さ
れ
ま
し
た
。
（
改
正

法
第
46
条
の
８
）

〇
「
管
理
不
全
専
有
部
分

管
理
人
」
は
、
「
管
理
不

全
専
有
部
分
管
理
命
令
命

令
」
の
対
象
と
さ
れ
た
専

有
部
分
お
よ
び
そ
の
効
力

が
及
ぶ
動
産
、

共
用
部
分
、
附

属
施
設
、
敷
地

利
用
権
に
つ
い

て
、
管
理
・
処

分
そ
の
権
限
を

有
し
ま
す
。

な
お
、
管
理
不

全
専
有
部
分
に

つ
い
て
は
、
総

会
に
お
け
る

議
決
権
は
付

与
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
。

管
理
不
全
専

有
部
分
管
理
人

の
権
限
は
、

一

保
存
行
為

二

管
理
不
全

専
有
部
分
を
変
更
し
な
い
範

囲
内
で
、
そ
の
利
用
又
は
改

良
を
目
的
と
す
る
行
為
に
限

定
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
行
為
を

行
う
場
合
に
は
、
区
分
所
有

者
の
同
意
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

ま
た
、
管
理
費
用
は
管
理
不

全
専
有
部
分
の
区
分
所
有
者

の
負
担
に
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
管
理
不
全
共
用

部
分
管
理
人
」
お
よ
び
「
所

有
者
不
明
専
有
部
分
管
理
人
」

制
度
も
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
５
ペ
ー

ジ
に
て
一
部
紹
介
し
て
い
ま

す
の
で
ご
参
照
く
だ
さ
い
。
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〇
共
用
部
分
に
係
る
損

害
賠
償
請
求
権

改
正
前
は
民
法
４
２
７

条
に
よ
り
可
分
債
権
が

適
用
さ
れ
区
分
所
有
権

の
譲
渡
に
伴
い
当
然
に

移
転
す
る
も
の
で
は
な

い
と
し
て
共
用
部
分
の

契
約
不
適
合
（
旧
瑕
疵
）

が
発
生
し
た
場
合
「
分

譲
時
契
約
し
た
区
分
所

有
者
」
が
売
主
や
施
工

業
者
に
損
害
賠
償
請
求

を
行
い
、
専
有
部
分
を

売
却
し
て
元
区
分
所
有

者
が
協
力
し
な
い
場
合

管
理
者
（
理
事
長
）
が

一
括
し
て
請
求
で
き
な

い
と
い
っ
た
制
度
で
し

た
。改正

法
で
は
、
「
区
分

所
有
者
又
は
区
分
所
有

者
で
あ
つ
た
者
」
が
加

え
ら
れ
管
理
者
が
訴
訟

請
求
権
を
行
使
し
、
訴

訟
追
行
が
可
能
で
あ
る

こ
と
を
区
分
所
有
法
第

26
条
２
項
に
明
文
化
さ

れ
ま
し
た
。
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〇
下
記
の
写
真
は
、
滋
賀
県

野
洲
市
で
外
壁
が
剥
落
し
、

ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
が
発
生
し

た
建
物
の
事
例
で
す
。

放
置
さ
れ
た
結
果
、
建
築

基
準
法
上
の
行
政
責
任
が
問

わ
れ
、
強
制
代
執
行
に
よ
り

取
り
壊
さ
れ
ま
し
た
。
取
り

壊
し
費
用
は
一
旦
県
が
負
担

し
、
そ
の
後
、
区
分
所
有
者

に
請
求
さ
れ
る
こ
と
と
な
り

ま
し
た
。
埼
玉
県
内
で
は
、

こ
こ
ま
で
の
廃
墟
事
例
は
見

ら
れ
ま
せ
ん
が
、
管
理
不
全

が
進
め
ば
、
廃
墟
予
備
軍
と

な
る
マ
ン
シ
ョ
ン
は
確
実
に

存
在
し
ま
す
。

区
分
所
有
者
が
管
理
に
無

関
心
な
場
合
、
老
朽
化
へ
の

対
応
が
行
わ
れ
ず
、
放
置
す

れ
ば
将
来
的
な
廃
墟
化
は
避

け
ら
れ
ま
せ
ん
。

区
分
所
有
者
全
員
で
建
物
の

将
来
像
に
つ
い
て
継
続
的
に

協
議
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

り
、
そ
の
取
り
組
み
は
主
体

的
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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〇
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正

化
法
の
改
正
（
令
和
７
年

11
月
28
日
施
行
）
に
よ
り

新
設
さ
れ
た
制
度
で
す
。

本
制
度
は
都
道
府
県
等

（
市
及
び
特
別
区
を
含
み

ま
す
。
）
に
お
い
て
老
朽

化
マ
ン
シ
ョ
ン
の
増
加
や

管
理
不
全
の
深
刻
化
を
受

け
、
管
理
組
合
が
専
門
的

な
支
援
を
受
け
や
す
く
す

る
た
め
に
創
設
さ
れ
ま
し

た
。
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理

組
合
の
管
理
者
等
か
ら
の

相
談
対
応
や
合
意
形
成
の

支
援
を
行
う
民
間
団
体
を

自
治
体
が
「
支
援
法
人
」

と
し
て
登
録
す
る
制
度
で

す
。

【
第
１
号
関
係
】

・
管
理
組
合
か
ら
の
管
理

に
関
す
る
相
談
対
応
や

助
言

・
管
理
規
約
や
長
期
修
繕

計
画
の
作
成
・
見
直
し

等
に
関
す
る
助
言

・
管
理
会
社
と
の
契
約
内

容
の
確
認
や
見
直
し
支
援

・
大
規
模
修
繕
工
事
の
発

注
等
に
関
す
る
助
言

・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
再
生
の
た

め
の
検
討
や
合
意
形
成
に

関
す
る
相
談
・
助
言
等

【
第
２
号
関
係
】

・
地
域
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
状
況
や
意
向
の
把
握

・
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

推
進
計
画
の
周
知

・
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す

る
「
管
理
計
画
認
定
制

度
」
の
周
知
・
申
請
支
援

【
第
３
号
関
係
】

・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
に
関

す
る
調
査
や
研
究

【
第
４
号
関
係
】

・
管
理
組
合
や
区
分
所
有
者

向
け
の
セ
ミ
ナ
ー
・
研
修

の
開
催

・
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
や
再

生
に
関
す
る
最
新
情
報
の

提
供

【
第
５
号
関
係
】

・
地
域
連
携
（
地
方
公
共
団

体
や
他
の
支
援
法
人
と
の

連
携
に
よ
る
地
域
全
体
の

取
組
の
底
上
げ
）
等
が
法

令
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

〇
本
制
度
は
管
理
会
社
や
修

繕
工
事
業
者
（
施
工
・
設

計
監
理
）
設
備
販
売
・
保

守
点
検
会
社
マ
ン
シ
ョ
ン

仲
介
・
販
売
会
社
は
利
益

相
反
（
民
法
第
１
０
８
条
）

の
恐
れ
が
あ
る
た
め
に
登

録
は
出
来
ま
せ
ん
。

マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化

支
援
法
人
の
登
録
は
特
定

非
営
利
活
動
法
人
も
含
ま

れ
て
い
ま
す
。

当
N
P
O
法
人
と
し
て
も
、

登
録
要
件
を
確
認
し
、
埼

玉
県
内
主
要
自
治
体
に

「
支
援
法
人
」
の
届
出
を

提
出
し
会
員
皆
様
に
、
安

全
、
安
心
、
安
定
し
た
マ

ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
フ
を
提
供

で
き
る
よ
う
お
役
に
立
て

る
よ
う
日
々
研
鑽
し
努
力

を
し
て
行
く
所
存
で
す
。

本
年
も
何
卒
宜
し
く
お
願

い
申
し
あ
げ
ま
す
。
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編
集
後
記

本
年
は
、
十
二
支
の
7

番
目
に
あ
た
る
午
年
で
す
。

「
午
」
は
、
太
陽
が
最
も

高
く
昇
る
「
正
午
」
の
時

間
帯
を
表
し
ま
す
。

そ
の
た
め
、
陽
気
・
情
熱
・

前
進
・
飛
躍
な
ど
、
力
強

く
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
干
支
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

馬
は
古
来
よ
り
、
人
や
物

を
遠
く
へ
運
ぶ
存
在
。

午
年
は
「
願
い
を
乗
せ
て
、

未
来
へ
駆
け
る
」
そ
ん
な

一
年
に
な
る
よ
う
、
縁
起

を
担
ぐ
方
も
多
い
よ
う
で

す
。

「
う
ま
」
は
“
う
ま
く
い

く
”
と
い
う
語
呂
合
わ
せ

か
ら
、
受
験
・
仕
事
・
恋

愛
な
ど
幅
広
い
願
掛
け
に

使
わ
れ
る
干
支
で
も
あ
り

ま
す
。

本
年
も
会
員
の
皆
様
に

と
っ
て
何
事
も
う
ま
く
い

き
ま
す
よ
う
、
御
多
幸
と

ご
健
勝
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。


